
平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日
受
領

答

弁

第

二

三

八

号

内
閣
衆
質
一
六
五
第
二
三
八
号

平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
高
橋
千
鶴
子
君
提
出
改
正
高
齢
法
に
基
づ
く
高
年
齢
者
雇
用
確
保
措
置
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書

を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
高
橋
千
鶴
子
君
提
出
改
正
高
齢
法
に
基
づ
く
高
年
齢
者
雇
用
確
保
措
置
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
の
�
か
ら
�
ま
で
に
つ
い
て

高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
。
以
下
「
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
」

と
い
う
。
）
第
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
継
続
雇
用
制
度
の
対
象
者
と
な
る
高
年
齢
者
に
係
る
基
準
（
以
下
「
対
象
者
基
準

」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
労
使
間
で
十
分
に
協
議
し
た
上
で
、
各
企
業
に
お
い
て
、
そ
の
実
情
に
応
じ
た
も
の
を
自
主

的
に
定
め
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
労
使
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。

御
指
摘
の
事
案
に
つ
い
て
は
、
実
際
の
企
業
に
お
け
る
具
体
的
な
事
案
に
基
づ
き
個
別
に
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
厳

が
い

格
な
対
象
者
基
準
で
あ
る
た
め
対
象
者
と
な
る
高
年
齢
者
が
い
な
い
な
ど
継
続
雇
用
制
度
が
形
骸
化
し
て
い
る
場
合
や
、
対

し

象
者
基
準
が
あ
い
ま
い
で
事
業
主
が
恣
意
的
に
特
定
の
者
を
継
続
雇
用
制
度
の
対
象
か
ら
排
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
な

ど
は
、
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
第
九
条
の
趣
旨
に
照
ら
し
て
適
切
で
な
い
と
考
え
る
。

一
の
�
に
つ
い
て

対
象
者
基
準
に
つ
い
て
不
備
が
あ
り
、
厚
生
労
働
省
作
成
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
記
載
し
て
い
る
御
指
摘
の
「
望
ま
し
い
基

準
」
を
満
た
さ
な
い
場
合
と
し
て
は
、
対
象
者
基
準
が
あ
い
ま
い
で
事
業
主
が
恣
意
的
に
特
定
の
者
を
継
続
雇
用
制
度
の
対

一



象
か
ら
排
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
な
ど
も
考
え
ら
れ
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
公
共
職
業
安
定
所
等
に
よ
る
助
言
、

指
導
等
の
対
象
と
な
る
場
合
が
あ
り
得
る
。

一
の
�
に
つ
い
て

実
際
の
企
業
に
お
け
る
具
体
的
な
事
案
に
基
づ
き
個
別
に
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
が
、
子
会
社
等
で
雇
用
し
よ

う
と
す
る
場
合
に
親
会
社
と
し
て
高
年
齢
者
雇
用
確
保
措
置
を
講
じ
た
と
み
な
さ
れ
る
た
め
に
は
、
定
年
ま
で
高
年
齢
者
が

雇
用
さ
れ
て
い
た
企
業
と
当
該
子
会
社
と
の
間
に
、
両
者
が
一
体
と
し
て
一
つ
の
企
業
と
考
え
ら
れ
る
程
度
の
密
接
な
関
係

が
あ
り
、
当
該
子
会
社
に
お
い
て
継
続
雇
用
を
行
う
こ
と
が
担
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

二
に
つ
い
て

労
働
基
準
監
督
署
の
窓
口
に
お
い
て
は
、
就
業
規
則
の
変
更
届
等
に
つ
い
て
、
労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四

十
九
号
）
第
九
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
労
働
組
合
等
の
意
見
書
が
添
付
さ
れ
て
い
る
か
な
ど
形
式
的
要
件
を
確
認
の
上
、

こ
れ
を
受
理
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
際
、
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
の
規
定
に
基
づ
く
高
年
齢
者
雇
用
確
保
措
置
に

係
る
不
備
が
確
認
さ
れ
た
場
合
な
ど
に
は
、
事
業
主
に
対
し
、
当
該
不
備
の
是
正
に
必
要
な
情
報
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、

そ
の
助
言
等
を
求
め
る
よ
う
当
該
事
業
所
を
管
轄
す
る
公
共
職
業
安
定
所
を
教
示
す
る
ほ
か
、
当
該
公
共
職
業
安
定
所
等
に

二



連
絡
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
連
絡
を
受
け
た
公
共
職
業
安
定
所
等
に
お
い
て
は
、
当
該
事
業
主
へ
の
指
導
等
必
要
な
対
応

を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

個
別
事
案
に
対
し
て
行
わ
れ
る
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
に
基
づ
く
指
導
、
勧
告
等
の
公
表
に
つ
い
て
は
、
同
法
の
適
正
な

執
行
を
確
保
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
の
公
表
の
必
要
性
の
程
度
、
公
表
の
対
象
と
な
る
事
業
主
の
権
利
又
は
競
争
上
の
地

位
を
害
す
る
お
そ
れ
等
を
勘
案
し
て
判
断
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
御
指
摘
の
直
接
の
利
害
関
係
に
あ
る
労
働
組
合
の
要
望
で

あ
る
こ
と
を
も
っ
て
こ
れ
を
公
表
す
る
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。

四
に
つ
い
て

高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
に
お
い
て
は
事
業
主
に
対
し
、
平
成
二
十
五
年
三
月
末
ま
で
に
段
階
的
に
六
十
五
歳
ま
で
対
象
年

齢
を
引
き
上
げ
、
高
年
齢
者
雇
用
確
保
措
置
を
導
入
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
厚
生
労
働
省
と
し

て
は
、
働
く
こ
と
を
希
望
す
る
高
年
齢
者
の
六
十
五
歳
ま
で
の
安
定
し
た
雇
用
の
確
保
を
図
る
た
め
の
取
組
の
充
実
が
必
要

で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
同
法
の
趣
旨
の
徹
底
や
先
進
的
な
取
組
事
例
の
普
及
等
を
図
っ
て
ま
い
り
た
い
。

三


